
１　目的

　　食品表示法に係る講習会によりネットワーク会員の知識の向上を図るとともに、

　講演により、商品力の向上、販路開拓等を図るため交流会を開催する。

２　主催

　　しらかわ・地域産業６次化推進協議会、福島県県南農林事務所

３　参集範囲

（１）しらかわ・地域産業６次化ネットワークの会員

（２）食品の製造、加工、販売等により表示の作成を要すると想定される一般参加者

（３）地域産業６次化、食品加工、地域おこし等に興味･関心がある一般参加者

４　日時及び場所

（１）日時　令和６年１０月２日（水）　１３:００～１６:３０

（２）場所　白河合同庁舎　大会議室（白河市昭和町269番地）

５　タイムテーブル

時間 スケジュール

12:45～13:00 受付

13:00 開会

13:05～14:05 ①講演「誰でもカンタン！オンライン販売の始め方」

質疑応答、休憩

16:05～16:20 質疑応答

終　　了

【①講　演】

　　テーマ：誰でもカンタン！オンライン販売の始め方

　　講　師：奥河　千弘氏 (OKU DESIGN  代表）

　　内　容：新たにオンライン販売を始めるために必要な準備、おすすめのサイト等

【②食品表示講習会】

　　内　容

　　（１）食品表示法の概要について

　　（２）品質事項（旧ＪＡＳ法）について

　　（３）衛生事項（旧食品衛生法）について

　　（４）保健事項（旧健康増進法）について

　　　　※詳細は別紙実施要領のとおり

６　定員人数

　　３０名程度（先着順、要事前申込）

７　申込み方法

　　チラシに必要事項を記入のうえ、次のいずれかによりお申込みください。

　　◇電子メール shirakawa_6@pref.fukushima.lg.jp

　　◇ＦＡＸ　０２４８－２３－１５９０

８　申込み期限

　　令和６年９月２５日（水）まで

14:05～14:25

16:30

　しらかわ・地域産業６次化ネットワーク交流会開催要項

14:25～16:05 ②食品表示法に係る食品表示講習会（１０分休憩を含む）



９　その他

（１）参加費無料。

（２）参加申込は先着順とさせていただき、定員に達した場合参加できないことがあり

　　　ます。

（３）途中退出、途中参加も可能です。

（４）感染症の影響等に応じて、本要項を変更する場合があります。

10　問合せ先

　　（事務局）県南農林事務所企画部：電話０２４８－２３－１５７６［担当：長沢］


